
平塚市まちなかリニューアル応援補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、平塚駅周辺地区における都市機能の更新及び誘導を図るため、老

朽建築物の建替えを行う者に対し敷地活用ができない解体工事及び建築工事期間に

補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則（昭和５４年規則第４

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義）  

第２条  この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。  

（１）  事業者  次の各号に掲げる者  

ア  第４条に規定する補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」とい  

う。）を行う事業地内の土地又は建物の所有権を有する者  

イ  補助対象事業を行う事業地内の土地について建物の所有を目的とする土地賃

貸借契約を締結している者  

ウ  ア及びイに該当する者（以下「権利者」という。）から平塚市まちなかリニュ

ーアル応援補助金事業指定申請に関して同意を得ている者で、補助対象事業を

行う者  

（２）  既存建物  昭和５６年６月１日施行の改正より前の建築基準法（昭和２５年  

法律第２０１号）の基準により建てられた建物  

（３）  固定資産税等相当額  別表第１に掲げる固定資産税等相当額の算定式によっ

て算定した額。ただし、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び平塚市市税

条例（平成元年１２月１８日条例第２１号）、その他の法令等により固定資産税

又は都市計画税が減免されたときは、固定資産税等相当額は、減免後の固定資産

税額と都市計画税との合算額とする。  

（４）  解体工事  既存建物を含む解体工事  

（５）  新築建物  別表第２に掲げる公共貢献メニューを満たす建替え後の建物  

（６）  建築工事  新築建物の建築工事  

（７）  共同化  次条に定める対象区域内の２以上の敷地において、２人以上の権利  



者が建物を一体的に整備し、かつ、利用すること。  

（８）  市街地再開発事業等  次の各号に掲げる事業  

ア  都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条第１号に規定する市街地再開

発事業  

イ  社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３

１７号）附属第Ⅱ編イ－１６－（２）に規定する優良再開発型優良建築物等整備

事業（共同化タイプ、市街地環境形成タイプに限る。）及び都市再構築型優良建

築物等整備事業（人口密度維持タイプに限る。）  

２  前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号 )において使用す

る用語の例による。  

 

（対象区域）  

第３条  対象区域は、別図に定める区域（次条第１号及び第２号に掲げる要件を満たす

に当たり敷地の一部が対象区域外にまたがる場合にあっては、当該対象区域外の部

分を含む区域）とする。  

 

（補助対象事業）  

第４条  補助対象事業は、次の各号に掲げる要件を満たす事業とする。  

（１）  前条に規定する区域に存する既存建物の建替えを含む事業  

（２）  敷地面積が３００㎡以上の事業  

（３）  この要綱の施行の日以後に解体工事に着手し、建築工事を行う事業  

２  市街地再開発事業等は、対象外とする。  

 

（補助対象者）  

第５条  この要綱による補助金の交付を受けられる者は、次の各号に掲げる要件を満

たす者とする。  

（１）  市税を完納していること。  

（２）  共同化を伴う場合は、権利者全員の平塚市まちなかリニューアル応援補助金  



   事業指定申請に関する同意を得ていること。  

 

（補助金額）  

第６条  補助金額は、別表第１に掲げる補助対象事業の区分に応じ、予算の範囲内で補

助するものとする。  

 

（補助対象事業の申請に係る事前相談）  

第７条  補助対象事業の指定を受けようとする者は、あらかじめ申請に係る要件等の

内容について市長に事前相談を行うものとする。  

 

（事業の指定）  

第８条  事業者は、平塚市まちなかリニューアル応援補助金事業指定申請書（第１号様

式）に必要な書類を添えて市長に提出し、事業の指定を受けなければならない。  

２  前項の規定による提出の期限は、解体工事に着手する３０日前まで（３０日前の日

が閉庁日の場合にあっては、その前の開庁日まで）とする。  

３  市長は、第１項の規定により提出された平塚市まちなかリニューアル応援補助金

事業指定申請書の内容を審査した上で、補助対象事業としての適否を決定し、平塚市

まちなかリニューアル応援補助金事業指定通知書（第２号様式）により通知するもの

とする。  

 

（工事開始の届出）  

第９条  前条第３項の規定により指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という。）

は、解体工事及び建築工事に着手するそれぞれ７日前までに（７日前の日が閉庁日の

場合にあっては、その前の開庁日までに）工事着手届（第３号様式）を市長に提出し

なければならない。  

２  市長は、前項の規定により工事着手届を提出されたときは、工事着手届に記載され

た工事着手予定日に現地確認を行い、確認日を工事の着手日として認めるものとす

る。ただし、工事請負契約書及び写真等により解体工事又は建築工事の着手日を確認

できる場合は、当該工事着手日を解体工事又は建築工事の着手日として認めるもの



とする。  

 

（事業の変更の申請等）  

第１０条  指定事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、平塚市

まちなかリニューアル応援補助金事業指定内容変更承認申請書（第４号様式）を市

長に提出しなければならない。  

（１）  第８条第１項の規定により提出した平塚市まちなかリニューアル応援補助金

事業指定申請書の申請者に変更が生じる場合  

（２） 第８条第３項の規定により指定を受けた補助対象事業において、解体工事若し

くは建築工事の工事期間又は新築建物の主要な構造、仕様、用途若しくは利用

形態に変更が生じる場合  

（３）  その他市長が必要と認める場合  

２  市長は、前項の規定により平塚市まちなかリニューアル応援補助金事業指定内容

変更承認申請書を提出されたときは、事業計画の変更について審査の上で、平塚市

まちなかリニューアル応援補助金事業指定内容変更承認通知書（第５号様式）によ

り、その結果を通知するものとする。  

 

（事業の休止又は廃止）  

第１１条  指定事業者は、平塚市まちなかリニューアル応援補助金事業指定通知書に

よる通知を受けたあとにおいて当該事業を３０日以上休止し、又は廃止しようとす

るときは、直ちに平塚市まちなかリニューアル応援補助金事業休止（廃止）届（第６

号様式）を市長に提出しなければならない。  

 

（事業の指定の承継申請等）  

第１２条  譲渡、合併その他の理由により第８条第３項の規定による事業の指定の承

継を受けようとする事業者は、平塚市まちなかリニューアル応援補助金事業指定承

継申請書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定により平塚市まちなかリニューアル応援補助金事業指定承継

申請書を提出された場合であって、当該申請の内容が適当と認めるときは、対し、平



塚市まちなかリニューアル応援補助金事業指定承継承認通知書（第８号様式）により

通知するものとする。  

 

（工事完了の届出）  

第１３条  指定事業者は、解体工事及び建築工事完了後のそれぞれ７日以内に、工事完

了届（第９号様式）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定により工事完了届を提出されたときは、速やかに現地確認を行

い、当該工事完了届に記載の日付をもって完了日として認めるものとする。  

 

（補助金の交付申請）  

第１４条  補助金の交付を受けようとする指定事業者は、平塚市まちなかリニューア

ル応援補助金交付申請書（第１０号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。  

２  前項の規定による申請は、解体工事及び建築工事のそれぞれ完了後から前条第２

項の完了日を含む年度の３月３１日までに行うものとする。  

 

（補助金の交付決定）  

第１５条  市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補

助金交付の可否の決定について、平塚市まちなかリニューアル応援補助金交付決定

通知書（第１１号様式）により通知するものとする。  

２  前項の規定による補助金の交付決定を受けた事業者（以下「交付決定事業者」とい

う。）は、速やかに平塚市まちなかリニューアル応援補助金請求書（第１２号様式）

を市長に提出するものとする。  

 

（事業の指定の取消し等）  

第１６条  市長は、指定事業者又は交付決定事業者が規則第１３条又は次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、平塚市まちなかリニューアル応援補助金指定取

消等通知書（第１３号様式）により、その指定を取り消し、又は補助金の交付決定を

取り消すことができる。  



（１） 補助対象事業の指定日から起算して、１年以内に解体工事に着手しないとき又

は３年以内に建築工事に着手しないとき。  

（２）  第４条又は第５条に規定する要件を満たさないことが明らかとなったとき。  

（３） 補助対象事業の指定日から工事完了の日までに市税、使用料その他公課を滞納

したとき。  

（４）  関係法令又はこの要綱に違反したとき。  

（５）  補助金を交付の目的以外に使用したとき。  

（６）  第１１条の規定により事業を廃止したとき。  

（７）  その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

 

（補助金の返還）  

第１７条  市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合で補助金を

交付済みである場合には、期限を定め、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものと

し、事業者は、これに直ちに応じるものとする。  

２  前項の規定による補助金の返還通知は、平塚市まちなかリニューアル応援補助金

返還通知書（第１４号様式）により行うものとする。  

 

（補助対象者からの排除）  

第１８条  市長は、平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第８条に規定する

必要な措置として、次の各号のいずれかに該当する者を補助対象者としないものと

する。  

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

（２）  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団  

（３）  法人であって、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの  

（４）  法人格を持たない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの  

２  市長は、交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当する場合には、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し既に



補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることがで

きる。  

３  市長は、必要に応じて、補助金等の交付の申請をした者又は交付の決定を受けた者

が第１項各号のいずれかに該当するか否かを、神奈川県警察本部長に対して確認す

ることができる。  

 

（書類の整備）  

第１９条  交付決定事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠

書類を整備し、かつ、補助金の交付を受けた日の属する翌年度の４月１日から起算し

て５年を経過するまで保存しておかなければならない。  

 

（財産の処分の制限）  

第２０条  規則第１５条ただし書に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次

のとおりとする。  

（１）  財産の種類  不動産  

（２）  期間  １０年間  

２  市長は、規則第１５条の規定による承認の有無にかかわらず、事業者が補助事業に

より取得し、又は効用の増加した財産を処分して利益を得た場合には、規則第１３条

の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 

（その他）  

第２１条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（有効期限）  

２  この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第８



条第３項の規定により指定を受けた事業に対して適用するこの要綱の規定について

は、なお効力を有する。  

 

（経過措置）  

３  この要綱の施行の日から令和７年５月３１日までの間における第８条第１項の規

定による提出の期限については、同条第２項の規定にかかわらず、事業者が解体工事

に着手する日までとする。  

  



別図（第３条関係）  

 

  



別表第１（第２条、第６条関係）  

区分  固定資産税等相当額の  

算定式  

交付額の算定方法  上限期間  上限額  

解体工事  工 事 期 間 中 の 土 地 の 固 定

資 産 税 台 帳 に 登 録 さ れ た

当該固定資産（共同化の場

合 は 新 築 建 物 の 敷 地 と な

る土地）の課税標準額に１

０００分の１６を乗じ、１

２で除したのち、右欄に基

づ く 各 年 の 工 事 に 係 る 月

数を乗じて得た額（千円未

満切捨て）。  

 

土地の固定資産税等相

当額／１２箇月×解体

工事期間の月数 (※１ )

÷２  

１２箇月  

※２  

３００万円  

※３  

建築工事  土地の固定資産税等相

当額／１２箇月×建築

工事期間の月数 (※１ )

÷２  

２４箇月  

※２  

 

 

※１  工事の着手日から完了日までの日数を３０で除し、小数点以下を切り捨てた

月数  

※２  時間貸し駐車場等、営利を目的とする土地利用を行うときは、当該期間を除

く。  

※３  解体工事及び建築工事の合計の上限  

  



別表第２（第２条関係）  

公 共 貢 献

メニュー  

次の必須項目を満たし、点数が３点に満たない場合は選択項目から１以

上選択し、点数を３点以上とすること  

必須項目  点数  

右記のいずれか１

つを選択すること  

・敷地等のオープンスペースの整備  １～２  

・建物低層部のオープン化  １  

・まちの機能の導入  １  

選択項目  点数  

・安全で快適な歩行環境の整備  １～２  

・デジタル基盤の整備  １  

・敷地等の緑化  １  

・防災施設の整備  １  

・地区内交通機能などの充実  １  

 


